
（第17748号）東 京 都 公 報令和5年1月31日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
財
務
局
財
産
運
用
部
総
合
調
整
課
）…
�

○
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
育
成
支
援
課
）…
�

告

示

○
東
京
都
建
築
安
全
条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	

○
救
急
医
療
機
関
の
認
定
及
び
協
力
申
出
の
撤
回
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
）…
	

○
令
和
四
管
理
年
度
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
に
係
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
公
表
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…
��

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
��

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
�


規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
下
水
道
局
固
定
資
産
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
��

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�	

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
令
和
五
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
及
び
消
防
設
備
士
講
習
の
実
施
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
��

○
令
和
五
年
度
防
火
管
理
講
習
及
び
防
災
管
理
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
令
和
五
年
度
自
衛
消
防
技
術
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

正

誤

○
令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
目
次
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�


○
令
和
五
年
一
月
十
二
日
付
十
二
月
分
目
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�


規

則

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
号

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
中
「
行
政
財
産
」
を
「
公
有
財
産
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
別
に
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則



令和5年1月31日（火曜日）東 京 都 公 報（第17748号） ２

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
号

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
三
百
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

北
区
浮
間
三
丁
目
四
番
ほ
か

中
層
耐
火

三
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
、
１１
号
棟
）

同
右

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
〇
戸

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
、
７
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１６
号
棟
）

同
右

同
右

三
六
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

１４
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
十
二
番

同
右

二
九
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

同
右

同
右

同
右

四
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

七
二
戸

田
柄
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
、
３
、
４
号
棟
）

練
馬
区
田
柄
二
丁
目
四
十
四
番
ほ

か

同
右

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

七
七
戸

保
木
間
第
４
ア
パ
ー
ト

（
１７
、
１８
、
１９
、
２０
、
２１
、
２２
号
棟
）

足
立
区
保
木
間
一
丁
目
五
番

同
右

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
○
戸

谷
在
家
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
、
３
、
４
号
棟
）

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目
二
十
二
番

同
右

三
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
九
○
戸

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

日
野
市
新
井
三
丁
目
一
番

同
右

同
右

五
○
戸

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規

則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
九
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
に
震
災
時
に
発
生
す
る
火
災
等
に
よ
る
危
険
性
が
高
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

区
市

指
定
す
る
区
域

品
川
区

西
品
川
一
丁
目
地
内

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七

号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト

（
９
号
棟
）

同
右

同
右

三
五
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右
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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

梅
里
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４０
号
棟
）

杉
並
区
梅
里
一
丁
目
一
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
○
、
八
○
○
円

七
五
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
六
、
○
○
○
円

八
八
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
二
、
六
○
○
円

一
〇
四
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

五
一
、
二
〇
〇
円

一
二
五
、
六
〇
〇
円

板
橋
富
士
見
町
第
３
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

板
橋
区
富
士
見
町
二
十
六
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

三
○
、
四
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
五
〇
〇
円

九
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

四
一
、
七
〇
〇
円

一
〇
八
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
二
、
〇
〇
〇
円

一
〇
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
〇
、
二
〇
〇
円

一
三
〇
、
四
〇
〇
円

調
布
緑
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１３
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
五
十
八
番

地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
三
、
八
〇
〇
円

九
二
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
〇
、
一
〇
〇
円

一
〇
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
〇
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
三
一
、
一
〇
〇
円

調
布
緑
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１４
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
八
〇
〇
円

九
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
〇
、
一
〇
〇
円

一
〇
九
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
三
一
、
〇
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
二
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す

る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

調
布
緑
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１５
号
棟
）

同
右

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

七
八
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
八
〇
〇
円

九
二
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

四
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

四
戸

同
右

一
〇
九
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
三
〇
、
五
〇
〇
円



（第17748号）東 京 都 公 報令和5年1月31日（火曜日）９

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

塩
浜
二
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
塩
浜
二
丁
目
十

番

一
五
区
画

板
橋
富
士
見
町
第
３
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

板
橋
区
富
士
見
町
二
十

六
番

一
六
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

双
葉
町
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

板
橋
区
双
葉
町
三
十
一

番

九
区
画

江
北
七
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

足
立
区
江
北
七
丁
目
十

二
番

二
七
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
及
び
診
療
所
並
び
に
同
申
出
が
撤
回
さ

れ
た
病
院
を
別
表
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17748号）東 京 都 公 報令和5年1月31日（火曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
七
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
及
び
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
令
和
四
管
理
年
度
（
令
和
四
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

特
定
水
産
資
源

の
名
称

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）
漁
船
等
漁

業

一
一
・
九
ト
ン

同
右

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）
定
置
漁
業

〇
・
〇
ト
ン

く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
漁
船
等
漁

業

三
八
・
五
ト
ン

同
右

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
定
置
漁
業

〇
・
〇
ト
ン

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百

十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
け

る
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
八
十
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
令
和
五
年
一
月
三
十
日
を
も
っ
て
消
滅
し
た
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

に
い
じ
ま
加
入
区

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
九
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
青
山
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
五
年
二
月
一

日

東
京
都
立
野
山
北
・
六
道

山
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日



令和5年1月31日（火曜日）東 京 都 公 報（第17748号） １４



（第17748号）東 京 都 公 報令和5年1月31日（火曜日）１５

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
一
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三

十
一
年
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
第
一
項
中
「
で
退
職
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
第
五
項

の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条

第
十
項
中
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
八

項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

「
第
六
項
第
四
号
」
を
「
第
八
項
第
四
号
」
に
、
「
又
は
第
六
項
」

を
「
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１２

第
八
項
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
第
五
項
又
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該

退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、

傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
就
業
促
進
手
当
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
八
項
中
「
第
六
項
第
三
号
」
を
「
第
八
項
第
三
号
」

に
、
「
又
は
第
六
項
」
を
「
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

「
前
項
」
を
「
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を

雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た

な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保

険
者
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第
二
号

に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場

合
に
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら

第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手

当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給

の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

一

そ
の
者
が
既
に
支
給
を
受
け
た
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退

職
手
当
等
の
額

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
（
第
二

項
に
規
定
す
る
基
準
勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者

期
間
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数

を
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
年
月

数
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に

相
当
す
る
額

６

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を

雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た

な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保

険
者
に
該
当
す
る
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
退
職
し
た
者
が
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
い

と
き
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
き
同
法

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手

当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給

の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

第
十
二
条
の
七
の
見
出
し
中
「
第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
」
を

「
第
十
二
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
二

条
第
五
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
十
二
条
第

七
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
特
定
退
職
者
」
の
下
に
「
、
第
十
二
条
第
五
項
又

は
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
基
本
手
当
」
の
下
に
「
、
高
年
齢

求
職
者
給
付
金
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
二
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

（
以
下
「
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
と

い
う
。
）

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
五
項
各
号
」
を
「
第
十
二
条

第
七
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
二
条
第
六
項
各
号
」
を
「
第
十
二
条
第
八
項

各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。
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（
高
年
齢
受
給
資
格
証
の
交
付
）

第
十
九
条
の
二

局
長
は
、
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
高
年
齢
受

給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の
申

込
み
を
し
た
こ
と
の
証
明
書
を
呈
示
し
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退

職
手
当
高
年
齢
受
給
資
格
証
（
以
下
「
高
年
齢
受
給
資
格
証
」
と

い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
九
条
の
三

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
五
条
第
二

項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
高
年
齢

求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
受
給
資
格
者
」

と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給
資
格
者
」
と
、
「
基
本
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
」
と
、
「
第
十
二
条
第
一
項
又

は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
と
、

「
失
業
認
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給
資
格
者
失
業

認
定
申
告
書
」
と
、
「
受
給
資
格
証
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受

給
資
格
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
八
条
の
規
定
は
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の

は
「
高
年
齢
受
給
資
格
者
」
と
、
「
第
十
二
条
第
八
項
各
号
（
公

共
職
業
訓
練
等
に
関
す
る
給
付
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
二
条
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
受
給
資
格

証
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給
資
格
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
手
続
等
）

第
十
九
条
の
四

高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
で

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
当
該
高
年
齢
受
給
資

格
者
が
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
、
雇
用
保
険
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
期
間
及

び
待
期
日
数
に
等
し
い
失
業
の
日
数
を
経
過
し
た
後
に
支
給
す
る
。

２

高
年
齢
受
給
資
格
者
が
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
の
認
定

を
受
け
た
後
に
、
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に

係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申

込
み
を
し
た
後
に
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
職
業
の
紹

介
を
求
め
、
高
年
齢
受
給
者
失
業
認
定
申
告
書
に
失
業
の
認
定
を

受
け
、
局
長
に
高
年
齢
受
給
資
格
証
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格

を
有
す
る
者
が
同
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

期
間
内
に
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
（
第
十
二
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
係
る
高
年
齢
受
給
資
格
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
日
数
に
待
期
日
数
を
加
え
た
日
数
）
に
等
し
い

失
業
の
日
数
が
経
過
し
た
後
に
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す

る
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
六
項
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加

え
る
。

付
則
第
二
十
一
条
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
第
七

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
で
退
職
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
第
五
項

の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条

第
十
項
中
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
八

項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

「
第
六
項
第
四
号
」
を
「
第
八
項
第
四
号
」
に
、
「
又
は
第
六
項
」

を
「
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１２

第
八
項
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
第
五
項
又
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該

退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、



（第17748号）東 京 都 公 報令和5年1月31日（火曜日）１７

傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
就
業
促
進
手
当
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
八
項
中
「
第
六
項
第
三
号
」
を
「
第
八
項
第
三
号
」

に
、
「
又
は
第
六
項
」
を
「
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

「
前
項
」
を
「
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を

雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た

な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保

険
者
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第
二
号

に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場

合
に
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら

第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手

当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給

の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

一

そ
の
者
が
既
に
支
給
を
受
け
た
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退

職
手
当
等
の
額

二

そ
の
者
を
雇
用
保
険
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
（
第
二

項
に
規
定
す
る
基
準
勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者

期
間
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
離
職
の
日
と
、
そ
の
者
の
基
準
勤
続
期
間
の
年
月
数

を
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
年
月

数
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
が

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に

相
当
す
る
額

６

勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
を

雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
た

な
ら
ば
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保

険
者
に
該
当
す
る
も
の
が
退
職
の
日
後
失
業
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
退
職
し
た
者
が
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
い

と
き
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
き
同
法

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手

当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
の
支
給

の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

第
十
三
条
中
「
特
定
退
職
者
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
第
五
項
又

は
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
六
項
第
三
号
」
を

「
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
五
の
見
出
し
中
「
第
十
一
条
第
五
項
第
二
号
」
を

「
第
十
一
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一

条
第
五
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
一
条
第
七
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
十
一
条
第

七
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
基
本
手
当
」
の
下
に
「
、
高
年
齢

求
職
者
給
付
金
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
一
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

（
以
下
「
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
と

い
う
。
）

第
十
六
条
中
「
第
十
一
条
第
五
項
各
号
」
を
「
第
十
一
条
第
七
項

各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
一
条
第
六
項
各
号
」
を
「
第
十
一
条
第
八
項

各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
高
年
齢
受
給
資
格
証
の
交
付
）

第
十
八
条
の
三

局
長
は
、
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
高
年
齢
受

給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の
申

込
み
を
し
た
こ
と
の
証
明
書
を
呈
示
し
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退

職
手
当
高
年
齢
受
給
資
格
証
（
以
下
「
高
年
齢
受
給
資
格
証
」
と

い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
八
条
の
四

第
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
五
条

第
二
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、

高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
受
給
資

格
者
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給
資
格
者
」
と
、
「
基
本
手

当
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
」
と
、
「
第
十
一
条

第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
五
項
又
は
第

六
項
」
と
、
「
失
業
認
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給

資
格
者
失
業
認
定
申
告
書
」
と
、
「
受
給
資
格
証
」
と
あ
る
の
は

「
高
年
齢
受
給
資
格
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
八
条
の
規
定
は
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の

は
「
高
年
齢
受
給
資
格
者
」
と
、
「
第
十
一
条
第
八
項
各
号
（
公

共
職
業
訓
練
等
に
関
す
る
給
付
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
一
条
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
同
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
、
「
受
給
資

格
証
」
と
あ
る
の
は
「
高
年
齢
受
給
資
格
証
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
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（
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
手
続
等
）

第
十
八
条
の
五

高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
で

第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
当
該
高
年
齢
受
給
資

格
者
が
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
、
雇
用
保
険
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
期
間
及

び
待
期
日
数
に
等
し
い
失
業
の
日
数
を
経
過
し
た
後
に
支
給
す
る
。

２

高
年
齢
受
給
資
格
者
が
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す
る
退

職
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
一
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
の
認
定

を
受
け
た
後
に
、
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に

係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申

込
み
を
し
た
後
に
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
職
業
の
紹

介
を
求
め
、
高
年
齢
受
給
者
失
業
認
定
申
告
書
に
失
業
の
認
定
を

受
け
、
局
長
に
高
年
齢
受
給
資
格
証
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格

を
有
す
る
者
が
同
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

期
間
内
に
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
（
第
十
一
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
係
る
高
年
齢
受
給
資
格
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
日
数
に
待
期
日
数
を
加
え
た
日
数
）
に
等
し
い

失
業
の
日
数
が
経
過
し
た
後
に
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
相
当
す

る
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
六
項
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加

え
る
。

付
則
第
十
九
条
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
七

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

東
京
都
下
水
道
局
固
定
資
産
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
固
定
資
産
事
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
固
定
資
産
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

共
同
研
究

局
と
局
以
外
の
者
が
共
同
で
行
う
下
水
道
技
術

に
関
す
る
研
究
、
調
査
、
開
発
及
び
試
験
を
い
う
。

十
一

共
同
研
究
者

局
以
外
の
者
で
、
局
と
共
同
研
究
を
行
う

も
の
を
い
う
。

第
二
十
六
条
の
二
第
四
号
中
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
改
め
、

同
条
第
五
号
及
び
第
十
一
号
中
「
請
負
人
等
」
を
「
受
注
者
等
」
に
、

「
倉
庫
、
材
料
置
場
等
」
を
「
作
業
員
施
設
、
倉
庫
、
駐
車
場
、
材

料
置
場
そ
の
他
の
工
事
等
の
施
行
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も

の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

共
同
研
究
者
が
共
同
研
究
を
行
う
た
め
使
用
す
る
と
き
。

じ
ゅ
ん

第
三
十
三
条
後
段
中
「
額
と
」
を
「
額
と
し
、
閏
年
の
日
を
含

む
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
」
に
改
め
る
。

き
ょ

第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
管
渠
用
地
」
を
「
局
が
所
有
す

る
土
地
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
本
部
に
係
る
普
通
財
産
の
貸
付
け
の
事
務
は
、
本
部

管
理
部
長
が
処
理
す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
第
六
号
」
を
「
、
第
六
号
及
び
第

七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
を
超

え
て
建
物
を
貸
し
付
け
る
場
合
の
貸
付
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
更
新
後
の
貸
付
期
間
は
、
第

二
項
に
よ
り
貸
し
付
け
た
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
五
一

九

関
原
工
業

所

関
原

康
弘

足
立
区
西
新

井
四
丁
目
二

十
六
番
三
十

七
号

令
和
四
年

十
二
月
二

十
五
日
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一
〇
五
二

〇

合
同
会
社

オ
フ
ィ
ス

ラ
ラ

藤
沼

由
佳

千
葉
県
袖
ケ

浦
市
蔵
波
二

千
九
百
六
十

番
地
百
二
十

三

同
日

一
〇
五
二

一

ア
イ
ゼ
ン

工
業

石
澤

愛
知

台
東
区
寿
三

丁
目
一
番
七

－

七
〇
一
号

ベ
ル
ザ
浅
草

寿

同
日

一
〇
五
二

二

株
式
会
社

エ
ネ
・
グ

リ
ー
ン

谷
川

嘉
孝

広
島
県
広
島

市
南
区
稲
荷

町
四
番
一
号

同
日

一
〇
五
二

三

有
限
会
社

越
中
設
備

工
業

島
田

稔

板
橋
区
上
板

橋
一
丁
目
十

六
番
十
号

同
日

一
〇
五
二

四

幸
光
設
備

株
式
会
社

枇
杷

良
樹

板
橋
区
成
増

五
丁
目
十
九

番
十
二－

二

〇
一
号

同
日

一
〇
五
二

五

矢
田
風
呂

商
会

谷
田

浩
二

大
田
区
千
鳥

一
丁
目
二
十

番
十
号

同
日

一
〇
五
二

六

０
．
ｃ
株

式
会
社

伊
東

久
史

千
葉
県
松
戸

市
金
ケ
作
二

百
六
十
七
番

一
号

同
日

一
〇
五
二

七

す
ず
の
き

設
備
工
業

株
式
会
社

鈴
木

茂
樹

日
野
市
南
平

二
丁
目
四
十

五
番
地
の
八

同
日

一
〇
五
二

八

岡
部
設
備

株
式
会
社

岡
部

峰
子

埼
玉
県
ふ
じ

み
野
市
富
士

見
台
七
番
十

二
号

同
日

一
〇
五
二

九

隆
弥
工
務

店

塚
元

隆
夫

清
瀬
市
下
宿

二
丁
目
五
百

同
日

五
十
三
番
地

二
十
一

一
〇
五
三

〇

株
式
会
社

オ
ー
ル
ク

イ
ッ
ク

林

勲

大
阪
府
大
阪

市
平
野
区
長

吉
出
戸
六
丁

目
十
五
番
十

七
号

同
日

一
〇
五
三

一

株
式
会
社

ア
イ
ホ
ー

ム

市
村

良
幸

台
東
区
浅
草

五
丁
目
四
十

九
番
九
号

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

七
八
三
二

青
木
設
備

設
計

青
木

立
子

神
奈
川
県
川

崎
市
宮
前
区

宮
崎
一
丁
目

十
三
番
地
七

宮
崎
台
グ
リ

ー
ン
ハ
イ
ツ

四
〇
八

令
和
三
年

九
月
十
日

三
〇
八
〇

関
原
工
業

所

関
原
ハ
ツ
ヱ

足
立
区
西
新

井
四
丁
目
二

十
六
番
三
十

七
号

令
和
四
年

八
月
二
十

二
日

六
二
〇

株
式
会
社

三
友
工
業

長
谷
川
博
史

豊
島
区
巣
鴨

五
丁
目
十
四

番
十
三
号

同
年
十
一

月
三
十
日

二
四
四
八

有
限
会
社

信
和
住
宅

設
備

遠
藤

明
英

狛
江
市
岩
戸

南
四
丁
目
十

二
番
五
号

同
日

八
〇
五
三

株
式
会
社

フ
ソ
ー

山
田

政
宗

板
橋
区
中
丸

町
八
番
九
号

同
日

七
七
四
七

有
限
会
社

大
橋
技
研

大
橋

博
司

足
立
区
西
伊

興
四
丁
目
七

番
九
号

同
年
十
二

月
五
日

三
三
四
五

藤
田
設
備

工
業

藤
田

昌
幸

渋
谷
区
元
代

々
木
町
九
番

四
号

同
月
二
十

六
日

八
四
四
七

株
式
会
社

旭
ク
リ
エ

イ
ト

白
石

謹
章

埼
玉
県
久
喜

市
鷲
宮
中
央

二
丁
目
二
番

三
十
二
号

同
日

七
九
五
四

株
式
会
社

立
早

鮫
島

章

練
馬
区
西
大

泉
五
丁
目
一

番
二
十
七
号

同
月
二
十

八
日

七
八
一
一

株
式
会
社

創
秀

寺
本

秀
樹

東
大
和
市
立

野
四
丁
目
五

百
三
番
地
の

四
ラ
ン
グ
・

マ
ン
シ
ョ
ン

玉
川
上
水
七

〇
三
号

同
月
三
十

日

二
八
六
一

山
口
設
備

山
口

正

練
馬
区
貫
井

二
丁
目
十
四

番
二
十
三
号

同
月
三
十

一
日

三
一
二
六

明
和
設
備

株
式
会
社

白
井

康
友

足
立
区
千
住

河
原
町
二
十

六
番
十
二
号

同
日

三
八
八
七

有
限
会
社

矢
田
風
呂

商
会

谷
田

浩
二

大
田
区
千
鳥

一
丁
目
二
十

番
十
号

同
日
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東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
休
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

休
止
年

月
日

八
二
七
三

有
限
会
社

鍵
山
設
備

鍵
山

俊
夫

足
立
区
西
保

木
間
二
丁
目

四
番
十
二
号

令
和
四
年

十
二
月
二

十
五
日

令
和
５
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
及
び
消
防
設

備
士
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１３条

の
２３に

規
定
す
る

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
及
び
同
法
第
１７条

の
１０に

規
定
す
る
消
防

設
備
士
講
習
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
５
年
１
月
３１日東

京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
場
所
、
区
分
及
び
実
施
日

東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

区
分

実
施

日

給
油

取
扱

所

令
和
５
年
６
月
２
日

同
年

７
月
８
日

同
年

９
月
１５日

同
年

１０月
１９日

同
年

１１月
２
日

令
和
６
年
１
月
３１日

同
年

３
月
４
日
１１日

一
般

令
和
５
年
５
月
１５日

２９日

同
年

６
月
１５日

２６日

同
年

８
月
３
日

同
年

９
月
２１日

同
年

１０月
８
日
２７日

同
年

１１月
９
日
２４日

令
和
６
年
２
月
１１日

同
年

３
月
９
日
１８日

２
消
防
設
備
士
講
習
の
実
施
場
所
、
区
分
及
び
実
施
日

東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

区
分

実
施

日

特
殊
消
防

用
設
備
等
甲
種
特
類

令
和
５
年
７
月
６
日

同
年

１０月
２
日

令
和
６
年
２
月
１９日

消
火
設
備

甲
種
第
１
類

甲
種
第
２
類

甲
種
第
３
類

乙
種
第
１
類

乙
種
第
２
類

乙
種
第
３
類

令
和
５
年
５
月
８
日

同
年

６
月
１９日

同
年

７
月
１８日

同
年

８
月
７
日
２４日

同
年

９
月
４
日

同
年

１０月
５
日

同
年

１１月
６
日

同
年

１２月
９
日

令
和
６
年
１
月
１８日

同
年

２
月
８
日
２９日

同
年

３
月
２１日

警
報
設
備
甲
種
第
４
類

乙
種
第
４
類

乙
種
第
７
類

令
和
５
年
５
月
１１日

２２日

同
年

６
月
８
日
３０日

同
年

７
月
１２日

２７日

同
年

８
月
１０日

２８日

同
年

９
月
７
日
２８日

同
年

１０月
１２日

３１日

同
年

１１月
１３日

２７日

同
年

１２月
１２日

２５日

令
和
６
年
１
月
１５日

２４日

同
年

２
月
５
日
１５日

同
年

３
月
１４日

２５日

避
難
設
備

・
消
火
器

甲
種
第
５
類

乙
種
第
５
類

乙
種
第
６
類

令
和
５
年
５
月
１８日

３１日

同
年

６
月
５
日

同
年

７
月
２１日

同
年

８
月
１４日

３１日

同
年

９
月
１１日

２５日

同
年

１０月
２３日

同
年

１２月
１８日

令
和
６
年
１
月
９
日
２９日

同
年

２
月
１
日
２２日

同
年

３
月
７
日

３
受
講
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、
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消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

令
和
５
年
２
月
１
日
（
水
曜
日
）
か
ら
各
講
習
日
の
７
日
前

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
各
講
習
日
の
受
付
期
間
の
最
終
日
が
休
日
の
場
合
は
、

直
後
の
休
日
以
外
の
日
ま
で
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

４
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

令
和
５
年
度
防
火
管
理
講
習
及
び
防
災
管
理
講
習
の

実
施
に
つ
い
て

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
３６年

政
令
第
３７号

）
第
３
条
第
１
項
第
１

号
イ
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
及
び
同
項
第
２
号
イ
に
規
定

す
る
乙
種
防
火
管
理
講
習
並
び
に
同
令
第
４７条

第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
防
災
管
理
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
５
年
１
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

１
講
習
の
区
分

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て

実
施
す
る
講
習
（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習
」
と
い

う
。
）
、
防
災
管
理
新
規
講
習
、
乙
種
防
火
管
理
講
習
、
甲
種
防

火
管
理
再
講
習
及
び
防
災
管
理
再
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習

（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習
」
と
い
う
。
）
並
び
に
甲
種

防
火
管
理
再
講
習

２
各
講
習
の
実
施
場
所
及
び
実
施
日

⑴
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

ア
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

４
日

５
日

５
日

６
日

６
日

７
日

７
日

８
日

８
日

９
日

１０日
１１日

１１日
１２日

１７日
１８日

２４日
２５日

２５日
２６日

２６日
２７日

同
年

５
月

６
日

７
日

８
日

９
日

９
日

１０日
１０日
１１日

１３日
１４日

１５日
１６日

１６日
１７日

１７日
１８日

２０日
２１日

２２日
２３日

２３日
２４日

２４日
２５日

２７日
２８日

２９日
３０日

１
日

２
日

５
日

６
日

６
日

７
日

７
日

８
日

同
年

６
月

１０日
１１日

１１日
１２日

１２日
１３日

１４日
１５日

１９日
２０日

２０日
２１日

２１日
２２日

２４日
２５日

２６日
２７日

２７日
２８日

２８日
２９日

３０日
７
月
１
日

同
年

７
月

３
日

４
日

４
日

５
日

５
日

６
日

８
日

９
日

１０日
１１日

１１日
１２日

１３日
１４日

１８日
１９日

１９日
２０日

２０日
２１日

２４日
２５日

２５日
２６日

２６日
２７日

３１日
８
月
１
日

同
年

８
月

１
日

２
日

２
日

３
日

５
日

６
日

８
日

９
日

９
日

１０日
１５日
１６日

１６日
１７日

１７日
１８日

１９日
２０日

２４日
２５日

２７日
２８日

２９日
３０日

３０日
３１日

同
年

９
月

５
日

６
日

６
日

７
日

９
日

１０日
１１日
１２日

１２日
１３日

１３日
１４日

１４日
１５日

１９日
２０日

２５日
２６日

２６日
２７日

２７日
２８日

３０日
１０月

１
日

２
日

３
日

３
日

４
日

１０日
１１日

１１日
１２日

１６日
１７日

１７日
１８日

１８日
１９日

２３日
２４日
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同
年

１０月
２４日
２５日

２５日
２６日

２６日
２７日

２８日
２９日

３０日
３１日

同
年

１１月

１
日

２
日

６
日

７
日

７
日

８
日

８
日

９
日

１１日
１２日

１３日
１４日

１４日
１５日

１５日
１６日

２０日
２１日

２１日
２２日

２４日
２５日

２７日
２８日

２８日
２９日

同
年

１２月

４
日

５
日

６
日

７
日

９
日

１０日
１１日
１２日

１３日
１４日

１６日
１７日

１７日
１８日

２３日
２４日

２５日
２６日

２６日
２７日

令
和
６
年
１
月

５
日

６
日

６
日

７
日

９
日

１０日
１０日
１１日

１５日
１６日

１６日
１７日

１７日
１８日

２２日
２３日

２３日
２４日

２５日
２６日

２６日
２７日

２７日
２８日

２９日
３０日

同
年

２
月

１
日

２
日

５
日

６
日

７
日

８
日

１０日
１１日

１３日
１４日

１４日
１５日

１７日
１８日

２４日
２５日

２６日
２７日

２７日
２８日

２８日
２９日

同
年

３
月

１
日

２
日

４
日

５
日

５
日

６
日

６
日

７
日

１１日
１２日

１２日
１３日

１３日
１４日

１６日
１７日

１８日
１９日

２５日
２６日

２６日
２７日

２７日
２８日

な
お
、
上
記
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

イ
乙
種
防
火
管
理
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
５
月

１９日

同
年

８
月

１８日

同
年

１１月
３０日

令
和
６
年
２
月

１０日

ウ
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

２０日

同
年

５
月

１９日
３０日

同
年

６
月

１４日
２９日

同
年

７
月

３
日

２４日
３１日

同
年

８
月

２５日

同
年

９
月

２１日
２９日

同
年

１０月
１６日

３０日

同
年

１１月
１６日

２９日

同
年

１２月
７
日

２３日

令
和
６
年
１
月

１１日
２２日

同
年

２
月

１９日
２６日

同
年

３
月

１６日
２１日

エ
甲
種
防
火
管
理
再
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
５
月

２５日

同
年

７
月

９
日

同
年

９
月

１９日

同
年

１０月
１０日

同
年

１１月
２２日

同
年

１２月
１１日

令
和
６
年
１
月

３１日

同
年

３
月

９
日

１７日

⑵
東
京
消
防
庁
立
川
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

立
川
市
泉
町
１１５６番

地
の
１

ア
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

７
日

８
日

１０日
１１日

１５日
１６日

１７日
１８日

２４日
２５日

同
年

５
月

８
日

９
日

１３日
１４日

１５日
１６日

２２日
２３日

２９日
３０日

同
年

６
月

５
日

６
日

１０日
１１日

１２日
１３日

１９日
２０日

２６日
２７日
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同
年

７
月

４
日

５
日

８
日

９
日

１０日
１１日

１８日
１９日

２４日
２５日

同
年

８
月

１
日

２
日

７
日

８
日

１４日
１５日

２１日
２２日

２８日
２９日

同
年

９
月

４
日

５
日

６
日

７
日

１３日
１４日

２０日
２１日

２７日
２８日

同
年

１０月
４
日

５
日

１１日
１２日

１７日
１８日

２５日
２６日

同
年

１１月

１
日

２
日

８
日

９
日

１５日
１６日

２０日
２１日

２９日
３０日

同
年

１２月
６
日

７
日

１３日
１４日

１８日
１９日

２７日
２８日

令
和
６
年
１
月

１０日
１１日

１７日
１８日

２４日
２５日

２９日
３０日

３１日
２
月
１
日

同
年

２
月

７
日

８
日

１３日
１４日

２１日
２２日

２８日
２９日

同
年

３
月

６
日

７
日

１３日
１４日

１８日
１９日

２７日
２８日

な
お
、
上
記
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

イ
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
５
月

３１日

同
年

８
月

３０日

同
年

１１月
１７日

令
和
６
年
１
月

１９日

ウ
乙
種
防
火
管
理
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

５
日

１２日

同
年

５
月

１２日
２７日

同
年

６
月

７
日

２１日

同
年

７
月

１４日
２６日

同
年

８
月

４
日

１６日
２６日

同
年

９
月

２５日

令
和
６
年
１
月

９
日

エ
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
５
月

１０日

同
年

１０月
６
日

同
年

１１月
１０日

同
年

１２月
１
日

令
和
６
年
１
月

２６日

同
年

２
月

５
日

同
年

３
月

１
日

⑶
東
京
消
防
庁
本
所
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

墨
田
区
横
川
四
丁
目
６
番
６
号

ア
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

２７日
２８日

同
年

５
月

１１日
１２日

同
年

６
月

８
日

９
日

同
年

７
月

６
日

７
日

３１日
８
月
１
日

同
年

８
月

７
日

８
日

１２日
１３日

１４日
１５日

２１日
２２日

２８日
２９日

同
年

９
月

４
日

５
日

１１日
１２日

１４日
１５日

２５日
２６日

同
年

１０月
５
日

６
日

同
年

１１月
６
日

７
日

同
年

１２月
７
日

８
日

１０日
１１日

な
お
、
上
記
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

イ
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
４
月

１８日

同
年

６
月

３０日

同
年

７
月

２７日

同
年

８
月

２５日
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同
年

９
月

７
日

同
年

１０月
１６日

同
年

１１月
２８日

同
年

１２月
１２日

令
和
６
年
３
月

２５日

ウ
乙
種
防
火
管
理
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
４
月

７
日

同
年

５
月

３０日

同
年

６
月

２９日

同
年

７
月

２１日
２８日

同
年

８
月

２４日
３１日

同
年

９
月

１９日
２９日

同
年

１０月
１０日

同
年

１１月
１４日

同
年

１２月
５
日

１４日

令
和
６
年
３
月

７
日

１９日

エ
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
１０月

１
日

同
年

１１月
２
日

同
年

１２月
１５日

令
和
６
年
３
月

１８日

オ
甲
種
防
火
管
理
再
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
５
年
６
月

１６日

同
年

９
月

２８日

同
年

１１月
２４日

令
和
６
年
３
月

１１日

３
受
講
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

令
和
５
年
２
月
１
日
（
水
曜
日
）
か
ら
各
講
習
開
始
日
の
前

日
午
後
３
時
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
各
講
習
日
の
受
付
期
間
の
最
終
日
が
休
日

の
場
合
は
、
直
前
の
休
日
以
外
の
日
の
午
後
３
時
ま
で
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

４
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

令
和
５
年
度
自
衛
消
防
技
術
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３７年

東
京
都
条
例
第
６５号

）
第
６２条

の
４

の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
消
防
技
術
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
５
年
１
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

１
試
験
の
実
施
場
所
及
び
実
施
日

⑴
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

試
験

の
実

施
日

令
和
５
年
４
月

１３日
２８日

同
年

５
月

１２日
２６日

同
年

６
月

９
日

２３日

同
年

７
月

７
日

２８日

同
年

８
月

４
日

２６日

同
年

９
月

１
日

８
日

２２日

同
年

１０月
７
日

１３日
２０日

同
年

１２月
１５日

令
和
６
年
１
月

１２日
１９日

同
年

２
月

３
日

９
日

１６日

同
年

３
月

８
日

１５日
２２日

⑵
東
京
消
防
庁
立
川
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

立
川
市
泉
町
１１５６番

地
の
１

試
験
の
実
施
日

令
和
５
年
４
月

２２日

同
年

５
月

１７日

同
年

６
月

１４日

同
年

７
月

１２日
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同
年

８
月

９
日

同
年

９
月

１６日

同
年

１０月
２４日

同
年

１２月
２０日

２６日

令
和
６
年
１
月

２３日

同
年

２
月

２０日

同
年

３
月

２６日

２
受
験
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

令
和
５
年
２
月
１
日
（
水
曜
日
）
か
ら
各
試
験
日
の
５
日
前

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
各
試
験
日
の
受
付
期
間
の
最
終
日
が
休
日
の
場
合
は
、

直
後
の
休
日
以
外
の
日
ま
で
）

な
お
、
各
試
験
の
受
験
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

３
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

４
そ
の
他

受
験
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

正

誤

○
令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
目
次

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

増
刊
１０２一

上

後
か
ら

一
五

地
球
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
部
計
画
課

気
候
変
動
対
策
部

計
画
課

○
令
和
五
年
一
月
十
二
日
付
十
二
月
分
目
録

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

二

上

一
五

地
球
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
部
計
画
課

気
候
変
動
対
策
部

計
画
課
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